
 

別添１ 公募要領（平成 17 年度） 

（４）産学官共同研究の効果的な推進の公募要領 
 

科学技術・学術政策局 
 

１ 目的 
社会経済ニーズに対応した産学官の共同研究を効果的に促進するため、民間企業が自らの

研究資金を活用し、大学、独立行政法人等の研究機関と共同研究を行う場合に、当該研究機

関に対してその分担に応じた経費を助成する仕組みを導入し、大学、独立行政法人等の研究

機関の研究シーズと民間企業の研究ニーズの積極的なマッチングを推進する。 
 
２ 対象となる研究分野 
   自然科学全般並びに自然科学と人文・社会科学との融合領域を対象とする。 
 
３ 対象機関 

本プログラムによる共同研究に係る経費の支給対象となる機関は、民間等＊と共同で研究

開発を実施しようとする以下の①から④の機関（以下「大学、独立行政法人等」という。）

とする。 
①大学、大学共同利用機関及び高等専門学校 
②国公立試験研究機関 
③独立行政法人、特殊法人及び認可法人 
④民法第３４条により設立された法人（以下「民法第３４条法人」という。） 

 
＊ 民間等とは、商法等に基づき設立された株式会社等の民間企業及び複数の民間企業

による組織体をいう。特殊法人、認可法人、地方公共団体及び民法第３４条法人は除

く。 

 
なお、申請に当たっては、共同研究を行う大学、独立行政法人等と民間等との共同（連名）

提案とし、大学、独立行政法人等が自らの研究シーズをもとに主体的に共同研究に取り組む

ものであって、かつ、民間等においても積極的に共同研究を実施する意志を有するものであ

ることを要件とする。特に、大学、独立行政法人等において既に出願されている基本特許等

を実用化につなげるような取組＊を重視する。ただし、大学、独立行政法人等の研究者が役

員等の立場で経営に関与しているベンチャー企業等と当該研究者又はその共同研究者が所

属する大学、独立行政法人等との共同研究については、本プログラムの対象とはしない。 
 

＊ 大学、独立行政法人等の有する研究シーズを実用化につなげるような取組を重視す

るという観点であるので、基本特許等は申請中・出願中でも構わない。また、共同研

究の相手先とは別の民間企業等と共同で取得したものでも構わない。 

  
４ 実施期間 
   ３年間を限度とする。 
 
５ 費用 
（１）共同研究の実施に必要な経費のうち、大学、独立行政法人等が必要とする経費は、文部科
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学省から（他府省所管の国立試験研究機関等の機関・組織については所管府省を経由して）

支給する。 
   なお、共同研究の相手先である民間等（以下「共同研究機関」という。）が必要とする経費

（共同研究機関から大学、独立行政法人等への支払経費を含む。）は共同研究機関自らの負

担とする。また、本プログラムにおいて大学、独立行政法人等に支給する費目の種類は、原

則として別表４に示すものとする。 
（２）大学、独立行政法人等に支給する経費は１課題当たり、原則年間２千万円～１億円程度（間

接経費を除いた額）とする。 
（３）経費の支給に当たっては、共同研究の実施期間の各年度において共同研究機関の負担する

経費の総額が、科学技術振興調整費により大学、独立行政法人等に対して支給する経費の総

額以上（ただし、共同研究機関が中小企業者＊の場合は支給する経費の２分の１以上＊＊）で

あることを条件とする。 

  （共同研究機関の経費負担額の例） 

○共同研究機関が中小企業者以外の民間等 

     （例）大学、独立行政法人等への調整費の支給額が６千万円の場合、共同研 

究機関は６千万円以上の経費負担が必要 

    ○共同研究機関が中小企業者 

     （例）大学、独立行政法人等への調整費の支給額が６千万円の場合、共同研究機関は

３千万円以上の経費負担が必要 

 
      なお、共同研究機関の負担する経費には、以下の経費は含めない。 
    ①研究実施者等の人件費（この共同研究の実施に伴い追加的に必要となる新規採用者＊＊＊

の人件費は除く。） 
     ②公的機関等からの補助金等の助成金（公的機関等には国、地方公共団体のほか、独立行

政法人、特殊法人、認可法人及び民法第３４条法人を含む。） 
＊ 中小企業者とは、「中小企業基本法」（昭和３８年法律第１５４号）第２条に定める範囲

に該当する者をいう。 
＊＊複数の共同研究機関と共同研究を実施する場合、ただし書きの規定は該当する中小企業

者にのみ適用される。 
＊＊＊この研究に専属で従事する者を対象とする。 

 
６ 共同研究実施計画の策定及び実施体制 
（１）本プログラムによる共同研究に係る経費の支給を希望する大学、独立行政法人等（以下「経

費受給機関」という。）及び共同研究機関は、ともに実施しようとする研究（以下「共同研

究」という。）の趣旨、概要、目標、年次計画、実施体制等を定めた共同研究実施計画を策

定する。 
      なお、この共同研究実施計画は、提案が採択された場合、経費受給機関と共同研究機関が

締結する共同研究実施契約に基づき実施することとなる。 
（２）共同研究の実施体制は、１課題につき、経費受給機関１機関と１機関以上の共同研究機関

とする。なお、共同研究機関が複数の場合には、共同研究実施計画及び７に定める提案書類

において、経費受給機関と各共同研究機関の役割分担及び各機関個別の所要経費額を明確に

することが必要である。 
（３）経費受給機関が実施する研究に必要な場合に限り、共同研究に関連する研究を行う大学、

独立行政法人等（以下「関連研究機関」という。）についても経費を支給することができる
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こととする。この場合、共同研究実施計画及び７に定める提案書類において、経費受給機関

と関連研究機関との役割分担及び各機関の所要経費額を明確にすることが必要である。 

 
７ 提案書類 
（１）経費受給機関は共同研究機関と協議し、共同研究実施計画に基づき、経費受給機関におけ

る研究に責任を有する者（以下「経費受給機関代表者」という。）及び共同研究機関におけ

る研究に責任を有する者（以下「共同研究機関代表者」という。）の中から責任を有する者

（以下「責任代表者」という。）を決めた上、様式４－１から４－９に必要事項を記載する

こととする。また、様式４－９の共同研究機関の費用負担に係る確認書について、作成者は

提案書類に記載した共同研究機関の負担する費用の支出に権限を有する者とし、印は職印

（会社名、役職名を表示したもの）を押印することとする。職印がない場合は支出に権限を

有する者の記名押印のほか、必ず社判を押印することとする。 
作成した書類は、国立試験研究機関（文部科学省の組織を除く。）にあっては所管府省を

通じて、その他の場合は直接科学技術振興機構に提出することとする。 
（２）共同研究機関が中小企業者であるとして５（３）に定める特例を適用して提案書類を提出

する場合、中小企業者であることを証明するため、以下の①又は②の書類を添付することと

する。ただし、☆印の書類を添付する場合、原本の発行もしくは受理（受付）日から６ヶ月

以内のものに限る。 
 
     ①☆法人登記簿謄本又は☆現在事項証明書（資本金額の記載のあるもの） 
     ※鮮明なコピーでも可能とする。（この場合、原本の提示を求めることがある。） 
     ②公的機関（社会保険事務所、税務署等）に提出した従業員数を記載した書類であり、か

つ、提出先公的機関の受理（受付）印のあるものの鮮明なコピーを下記のいずれかから

一点 
     

＜書類の例＞ 

     ⅰ☆労働保険関係成立届 
     ⅱ☆雇用保険適用事業所設置届 
     ⅲ労働保険概算保険料申告書 
     ⅳ源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 
     ⅴ給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 
     ⅵ給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 
 

※ 例示のもの以外でも上記の条件を満たす書類であれば可とする。また、書類の名称、会

社所在地、会社名、従業員数の記載部分、受理（受付）印以外の記載（保険金額、税額等）

は記載内容がわからないよう黒塗りをしたものでも可とする。 
 
８ 経費の支給対象機関の選定 
（１）共同研究に係る経費の支給対象機関の選定に係る審査は、外部有識者からなるワーキング

グループにおいて、提出された提案書類による書類審査並びに経費受給機関代表者及び共同

研究機関代表者からのヒアリングの二段階審査により行い、その審査結果をもとに、科学技

術・学術審議会研究計画・評価分科会科学技術振興調整費審査部会（以下「審査部会」とい

う。）における審議を経て選定する。 
（２）選定に係る評価項目及び審査基準は、以下のとおりとする。 
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①研究等の内容 

・ 新規性のある内容か。 

・ 内容、手法等の独創性は高いか。また、その水準は世界的に見て高いか。 

・ 大学、独立行政法人等が自らの研究シーズをもとに主体的に共同研究に取り組むもの

であって、かつ、共同研究機関においても積極的に共同研究を実施するなど、大学、独

立行政法人等と民間等が対等な関係で意欲的に取り組む内容であるか。 

・ 大学、独立行政法人等における基礎的・基盤的技術を核としたものとなっているか。 

・ 科学的・技術的波及効果が高いか。 
②研究の必要性 
・ 研究進展による社会・経済への発展への寄与度（社会的・経済的波及効果）は高いか。 

③計画の妥当性 
・ 研究目標の設定は適正か。 
・ 研究計画等から見て、目標達成の可能性は高いか。 
・ 共同研究により期待される成果及び目標が具体的かつ明確であるか。 

・ 大学、独立行政法人等におけるシーズ（基本特許等）をもとに実用化を視野に入れて

取り組むものであるか。 
④共同研究の妥当性（研究体制） 
・ 経費受給機関（大学、独立行政法人等）と共同研究機関（民間等）の責任体制・役割

分担が明確であるか（経費受給機関、共同研究機関がそれぞれ明確な責任・役割の下に

それぞれの機関で研究を行う体制となっているか。）。また、機関間での十分な連携体制

が構築されているか。 
・ 研究開発の遂行に必要な進行管理の方策（技術的・人的・経理的資源の確保）を有し

ているか。 

・ 研究成果の活用に関して十分な配慮がなされているか。 

 
なお、複数の共同研究機関、関連研究機関が参画する場合には、以下の視点についても審

査基準とする。  
・ 複数の共同研究機関が参画する場合、それぞれの共同研究機関間の責任分担が明確で

あるか。 

・ 関連研究機関が参画する場合は、経費受給機関との役割が明確となっているか（経費

受給機関が主体的に共同研究に取り組み、関連研究機関は共同研究に関連する研究を行

う体制となっているか。）。 

（３）次に該当すると判断されるものは本プログラムによる選定の対象としないものとする。  
・ 経費受給機関における実験装置等の導入を主な目的とするもの 
・ 経費受給機関に支給する経費の大部分を他の機関に委託するもの 
・ 共同研究機関に対する技術指導等であって共同研究と認められないもの 

・ 研究代表者が途中で定年を迎えるなど、研究の継続性に問題があるもの 
（４）選定に当たっては、審査部会等の意見を踏まえ､計画の修正を求めることがある｡ 

（５）審査結果は、審査終了後、提案書類に記載された事務連絡先に通知する。 
   なお、ヒアリングを実施する場合は、ヒアリングの日時、場所等を経費受給機関の事務連

絡先に通知する。 
 

９ 共同研究の実施 
（１）選定された経費受給機関は、共同研究の実施に当たり、共同研究実施計画に基づき目的、
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経費の負担等を規定した共同研究基本契約及び研究内容、責任分担、知的財産権の取扱い等

を規定した共同研究実施契約を共同研究機関と速やかに締結する。なお、経費受給機関は、

共同研究基本契約及び共同研究実施契約の写しを別途指示する期限までに科学技術振興機構

を通じて文部科学省に提出する。 
（２）経費受給機関及び共同研究機関は、共同研究実施計画及び共同研究基本契約並びに共同研

究実施契約に即し、年次計画及びこれに対応した経費の積算（以下「計画書等」という。）を

作成し、科学技術振興機構を通じて文部科学省に提出する。 
      なお、計画書等について、調整の結果、修正を求めることがある。 
（３）文部科学省は、提出された計画書等について所要の調整を行い、財務省の承認を得た後、

国の機関については示達（文部科学省以外の府省が所管する機関については所管府省に移替

えの上、示達）、その他については委託により、当該経費受給機関に必要となる経費を配分す

る。 

また、文部科学省は、当該経費受給機関に対し、研究費等の直接経費の３０％に相当する

額を間接経費として配分する。 

なお、この間接経費は５の（３）に定める「科学技術振興調整費により大学、独立行政法

人等に対して支給する経費」には含めないものとする。 

委託については、「科学技術振興調整費委託業務事務処理要領」に基づき委託契約を締結す

るものとする。  
（４）経費受給機関及び共同研究機関は、計画書等に基づき、共同研究を実施する。 

  共同研究に必要な経費の執行管理は、経費受給機関と共同研究機関のそれぞれにおいて、

契約条項、共同研究の実施に係る内部規則等に沿って適切に行う。 
   また、実施に際し、科学技術振興調整費プログラムオフィサーが、現地調査等の実施など

により進捗状況を把握し、必要に応じ助言を行う。 

（５）それぞれの機関は毎年度、共同研究に要した経費について決算書を作成し、共同研究実施

契約に定めた期日までに、相手機関の確認を得ることとする。 
（６）このほか、経費受給機関は毎年度、共同研究機関と協議した上で、研究の進捗状況及び経

費の使用実績に関する報告書を作成し、科学技術振興機構を通じて文部科学省に提出する。

また、共同研究終了後については、共同研究機関と協議した上で、共同研究実施契約に定め

る期日までに成果報告書を作成し、科学技術振興機構を通じて文部科学省に提出する。提出

された成果報告書は、文部科学省から科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会研究評価

部会（以下「評価部会」という。）に報告する。 
（７）評価部会は、成果報告書をもとに事後評価を行う。評価に当たっては、必要に応じて責任

代表者等からのヒアリングを行うものとする。 
   また、成果報告書及び評価部会の評価結果は文部科学省が公表するとともに、文部科学省

から総合科学技術会議に報告する。 

（８）本事業による成果については、国民・社会に対しての説明責任を果たす観点から、事後評

価を実施した年度に開催される一般国民を対象とした成果発表会において発表を行うものと

する。 
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（参考資料） 
  
           「中小企業基本法」（昭和３８年法律第１５４号）（抄） 
 

 
（中小企業者の範囲及び用語の定義） 
第２条 （略）  
 一  資本の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以

下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号までに

掲げる業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの  
 二  資本の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下

の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの  
 三  資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以

下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの  
 四  資本の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人

以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

 

○中小企業者の定義早見表（中小企業基本法より作成） 
      業           種     資本金の額  従業員数 

製造業、建設業、運輸業その他の業種     ３億円以下  ３００人以下 

卸売業     １億円以下  １００人以下 

サービス業     ５千万円以下  １００人以下 

小売業     ５千万円以下   ５０人以下 

※中小企業者の業種は日本標準産業分類（総務省統計局 平成１４年３月第１１回改訂）による 

 

○日本標準産業分類に基づいた中小企業者の範囲の表示 

卸 売 業 大分類Ｊ（卸売・小売業）の中分類４９から５４まで 

小 売 業 

 
大分類Ｊ（卸売・小売業）の中分類５５から６０まで 

大分類Ｍ（飲食店、宿泊業）の中分類７０（一般飲食店）及び７１ 

（遊興飲食店） 

サービス業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分類Ｈ（情報通信業）の中分類３８（放送業）及び３９（情報サービス業）並

びに小分類４１１（映像情報制作・配給業）、４１２ 

（音声情報制作業）及び４１５（映像・音声・文字情報制作に附帯 

するサービス業） 

大分類Ｌ（不動産業）の小分類６９３（駐車場業） 

大分類Ｍ（飲食店、宿泊業）の中分類７２（宿泊業） 

大分類Ｎ（医療、福祉） 

大分類Ｏ（教育、学習支援業） 

大分類Ｐ（複合サービス事業） 

大分類Ｑ（サービス業〈他に分類されないもの〉。ただし、小分類８３１ 

〈旅行業〉を除く。） 

製造業その他 上記以外のすべて 

 

27 ＜大臣・総合科学技術会議有識者議員会合資料：報告＞



 

（別表４） 
費目の内容 

 

目  名 内     容 

（国の機関の場合） 

 

①非常勤職員手当 

②諸謝金 

 

 

③試験研究旅費 

 

④外国旅費 

 

⑤委員等旅費 

⑥外国技術者等招へい旅費 

⑦招へい外国人滞在費 

⑧外来研究員等旅費 

 

⑨国有特許外国出願費 

⑩試験研究費 

 

・非常勤として採用する者（教員、研究員等）に対する手当 

・会議出席に対する謝金 

・外部協力者に講演、原稿の執筆協力等に対する謝金 

（ただし、研究実施者は除く） 

・常勤職員の国内出張（調査、実験、研究集会への出席等）に係

る旅費 

・常勤職員の外国出張（調査、実験、研究集会への出席等）に係

る旅費 

・会議出席に係る旅費 

・外国人研究者の招へいに係る旅費 

・招へい外国人研究者の滞在に係る経費 

・非常勤職員の国内及び外国出張に係る経費 

・外部有識者の試験研究等（調査、実験）に係る旅費 

・研究成果として得られた国有特許の外国出願に係る経費 

・試験研究等の実施に係る経費 

・会議開催のための経費 

・国内での特許出願に係る経費 

・非常勤職員に係る社会保険料等 

（国の機関以外の場合） 

 

⑪科学技術総合研究委託費 

 

人件費（教員、研究員等）、賃金（アルバイト）、備品費、試作品

費、消耗品費、通信運搬費（電話料・郵便等送料）、借損料（機器

借料）、旅費、滞在費、会議開催費（会場借料、会議費、通信費、

資料印刷費）、諸謝金、雑役務費（役務費）、印刷製本費、消費税、

技術料、間接経費（直接経費の 30％） 

注）国の機関の場合、上記①から⑩までに要する経費（直接経費）の３０％に相当

する額については、間接経費として、研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要と

なる経費の態様に応じた費目に使用することができる。 
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総合評価 Ａ．所期の計画以上の取組が行われている

Ｂ．所期の計画と同等の取組が行われている

Ｃ．所期の計画以下の取組であるが、一部で当初計画
と同等又はそれ以上の取組もみられる

Ｄ．総じて所期の計画以下の取組である

○
研究全体の目標達成度はどの程度か（研究開始時の計画を見直した場合は、期待される目標に対する達成度はどの
程度か）

○ 個別研究項目（サブテーマ）ごとの目標達成度はどの程度か

○ 情勢の変化に対応して目標を適切に見直すことができたか

（科学的・技術的価値）

○ 研究成果の価値は世界的な研究水準から見て十分に高いものか

○ 原著論文の発表は、質・量ともに十分か(特許取得を目指す場合であっても、支障のない範囲で成果を公表しているか)

○ 独創性の高い内容か

（科学的・技術的波及効果）

○ 成果は関連分野への科学的・技術的波及効果が期待できるものか

○ 当初予定していなかった成果（派生技術等）はあるか

○ 特許取得に向けて、適切な対応が図られているか(論文発表を重視するあまり、本来取得できる特許を逃していないか)

（社会的・経済的波及効果）

○ 成果の実用化に向けた取り組みがなされているか

○ 総説・レビュー論文・講演等による関連分野の研究者等への情報発信は適切に行われているか。

○ 社会経済の活性化への寄与度は高いか、また、今後も貢献が期待できるか。

（研究計画の妥当性）

○ 研究項目ごとに適切な予算配分がなされていたか

○ 研究開始後の情勢変化や研究の進捗状況を踏まえた計画の見直しが適切に行われたか

（共同研究の意義・必要性）

○ それぞれのシーズとニーズが相乗的な効果をもたらし、次の研究への発展につながる等の副次的効果があったか

○ それぞれが単独に実施した場合以上の成果を得られたか

（共同研究の連携・整合性）

○ それぞれの研究機関の取組は十分連携のとれたものであったか

○ それぞれの研究機関は主体的に共同研究に取り組むことができたか

○ 研究機関間で十分な意思疎通は図れていたか

Ⅲ．研究計画・実施体制

Ⅰ．目標達成度

ａ．所期の目標を上回っている
ｂ．所期の目標に達している
ｃ．所期の目標をやや下回っている
ｄ．所期の目標を大幅に下回っている

Ⅱ．研究成果

ａ．所期の計画以上の成果が得られている
ｂ．所期の計画と同等の成果が得られている
ｃ．所期の計画以下の成果だが、一部では計画と同等
又はそれ以上の成果が得られている
ｄ．所期の成果が得られていない

ａ．高く評価できる
ｂ．妥当である
ｃ．やや不適切である
ｄ．不適切である

別添２

－　産学官共同研究の効果的な推進（事後評価）　－　

評価項目 評価の視点
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